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介護保険被保険者数

町全体人口 13,766 人

町内世帯数 5,518 世帯

６５～７４歳人口 1,551 人

７５歳人口 1,651 人

高齢者合計 3,202 人

高齢化率 22.１ ％

一人暮らし世代 482 世帯

高齢者のみ世帯 882 世帯

介護認定状況（第一号被保険者）

要支
援１

要支
援２

要介護
１

要介
護２

要介
護３

要介
護４

要介
護５

計

認定
者数

71 47 131 73 59 88 70 539

割合
（％）

13.1 8.7 24.3 13.6 11.0 16.3 13.0 100

佐々町概要（H25年4月末）
職種 人数 業務内容

保健師 ２

地域支援事業看護師 ２

介護福祉士 １

主任介護支援専門員 ２
介護予防支援

介護支援専門員 ２

介護認定調査員 ２ 介護認定調査

計 １１

地域包括支援センター職員配置

全世帯数の
24.7％
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佐々町の介護保険制度に関する問題意識

○住み慣れた地域で過ごして頂くために、必要な人には必要なだけの介護サービスを十分に利用してもら

いたい

○佐々町住民の保険料が必要な人に適切に使われているか、国民の共同連帯の理念に基づいた利用の

され方となっているか

○介護保険法第４条国民の努力及び義務の再確認

○「できない事の支援」ではなく「できている事の継続や改善可能な部分の支援」へのこだわり

○多様化する高齢者ニーズに介護保険制度だけでは対応できない、

○自立となったのちも不安なく在宅で過ごせるための地域支援体制の整備が必要

給付の適正化な利用

＊認定率を２０１５年までに国平均レベルに近づける（軽
度者数減を指標に！）

＝ 自立した高齢者割合の増加
＊要介護２～５の施設・居住系サービス利用者割合の減
を目指す

＝ 在宅生活者割合の増加
１．要介護認定の申請時の理由確認の徹底
（介護保険制度・地域支援事業の説明）

２．認定者でサービス利用のない方への訪問活動

３．『地域ケア会議』における自立支援型ケアマネジメント支援と給
付適正化事業を実施（毎週1回）
○生活行為評価導入
○介護サービス利用に関して廃用症候群・認知症の予防・

改善に重点を置く

介護予防を含む地域支援体制の確立

＊７５歳以前からの介護予防（身体機能維持・認知症
予防・閉じこもり予防等） が重要
○佐々町の介護保険制度の現状とビジョンを伝える出前講座
○ 地区集会所を活用した介護予防活動の推進・介護予防
ボランティア育成
○ 団塊の世代を対象とした『地域デビュー講座（仮称）』
○ 総合福祉センターを活用した介護予防事業のメニューの
拡大

＊インフォーマルサービスの確立・推進
○ 「こんな支援があれば、まだ在宅ひとり暮らし大丈夫！」
というような支援
体制の確立（傾聴・家事支援・中学生登校時ゴミ出しなど）

＊ 認知症になっても安心して過ごせる地域づくり
○ 認知症サポーター養成、全町内会へ（地域支援連絡会に
て福祉劇団）
○ 町立診療所（神経内科）と密接な連携を図る

【将来のビジョン】
『住み慣れた地域でいつまでも暮らしたい』そんな願いを叶える、

地域で支えることによって安心して過ごせるまち、佐々町を目指します！ 3
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平成12年度からの認定率の推移



佐々町の高齢者を支える地域支援体制図
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二次予防高齢者 一次予防高齢者 要支援者 要介護者 

地域支援事業 

一次予防高齢者施策 
要支援・二次予防高齢者施策 

地域力 

予
防
給
付
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス 

介
護
給
付
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス 

・出前介護予防講座 

・介護予防ボランティア養成

講座 

・介護予防ボランティア育成

事業 

・二次予防高齢者把握事業 

・生きがい教室 

・リハビリ個別指導 

・はつらつ塾 

・水中運動教室 

・訪問型介護予防指導 

・訪問型生活機能向上サー

・地域デイサービス 

(30 地区毎月開催)社協、食改員、民生

委員による支援 

・介護予防推進地区活動 

 (各集会所における介護予防ボランテ

ィア等による活動) 

・有償ボランティア「さくら会」 

・シルバー人材センター 

・介護予防推進連絡会「にっこりクラブ」 

・佐々町介護支援連絡協議会 

・食生活改善推進連絡会「みどり会」 

・高齢者見守りネットワーク運営協議会 

・地域包括支援センター運営協議会 

・町立診療所「もの忘れ外来」 

・認知症支援協力機関 

・佐々町民生児童委員会 

・佐々町老人クラブ連合会 

・佐々町社会福祉協議会    など 

                    

 

包括的支援事業 

・総合相談支援 

・高齢者見守りネットワーク情

報交換会 

・権利擁護業務 

・包括的・継続的ケアマネジメ

任意事業 

・介護給付費等費用適正化事業 

・家族介護教室 

・家族介護交流事業 

・認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成事業 

・福祉用具・住宅改修支援事業 

・高齢者ふれあい給食支援事業 

・ひとり暮らし高齢者一声訪問

事業 

連携 連携 

 

認知症対策 

地域支援事業 
介護予防・日常生活支援総合事業 
 

高齢者（６５歳以上） 

介護予防ケアプランにもとづき 

 

介護サービス 



要介護認定レベルの対象者を受け入れる為の
佐々町のこだわり

○対象者が選べる多種なコマ！

○受け入れると決まったら、その方にあった事業展開を！

・・・そこで、受け皿のキャパが広がる。

○住民主体のおおらかな発想で、柔軟な事業展開。

○住民同士の刺激を大切にしたい！

○あえて、卒業はない。元気になれた場所が通いの場。

慣れてきたら、立場が変わり役割がでてくる！そういうケアプランを。

・・・増えてくる対象者は多種な教室の数で対応し、教室の自主グループ化。

元気高齢者も介護レベルの高齢者も地域で活動する町のイメージ化。

○対象者の生活スタイルをトータルに見つめ直す。

・・・ただの給付の代替えではなく、地域の中で暮らすということの追求。

○ ボランティア（住民）を巻き込んだ事業展開！

そこでつながることで、地域参加がしやすくなり、地域支え合いの支援体制が築か
れる。
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総合事業の自立支援機能を高めるには

○訪問による介護予防指導

生活動作確立のため、専門職による
生活環境や生活動作への介入の重要性！

・・・総合事業では「通所で介護予防、訪問で生活支援」の認識が強い。今回
、専門職の訪問による生活スタイルへの介入は、介護予防のスタートを
きる重要なポイントとなった。

○訪問からのアセスメント→ケースカンファレンスの重要性！
今回、アセスメントを丁寧にとり、自立支援に向けてカンファレンスを行っ
た。（今までは、教室に誘い、その中での関わりがメイン・・・）事業参加は
生活の一部であって、生活の自立支援とは、生活全般から見直し変えて
いくこと。

ケース担当者と事業スタッフ間で情報を共有し、自立支援の考え方や方
針の共通認識を図る。

スタッフのスキルアップ、事業内容の強化につながった。

モデル事業を通して見えてきたもの
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訪問型介護予防指導（予防モデル事業による実施）

理学療法士・作業療法士・管理栄養士の初期時の訪問

訪問してわかったこと

○夜間這って移動、膝の悪化・・・布団→ベッド
○立ち上がりのつかまり場所、高過ぎ・・・手すり付け替え
○玄関の上がり口高く、座って出入りしてる・・・上がり台取り付け←とんかちクラブ
○冷蔵庫の中、卵パックがたくさん！野菜買っても腐らせる・・・
生きがい教室の時、買い物ツワーして～。ひとり暮らし仲間で分けてようか！

○きれいな台所、料理のメニュー忘れた・・・簡単なメニュー、ひとり暮らし仲間で思い
出そうか！ ひとり暮らし料理教室！介護予防ボランティアさんも参加してその後、訪
問型生活支援サービス

以外と一人ではきびしい生活？
教室では、元気そうなのに施設入所のこと聞いていたのはこういうことだった
か・・・。
在宅を目指す介護予防として、生活状況から不安を取り除くことの重要性。
（介護予防＝心身機能のみになっていた）
通所サービスで取り組むテーマも膨らんできた。
「佐々が好きなんです！ずっとここに住みたいんです！」訪問中、弾んだ声で何度も。
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① 玄関：Ｌ型手すりの設置。踏み台の設置。
場合によっては、両サイドの手すりの設
置も検討。

② 台所：認知症のため鍋焦し、火災の心配
がある。介護ボランティアの方と電子レン
ジでの調理に挑戦。

③ 寝室兼居室：布団からベッドへの提案。
立ち上がり用の手すりを設置。
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住民と行政がいっしょに取り組む介護予防

○住民が介護予防について学び、地域の中で伝え続けていくことで、介護予防の推進、併せて地域
で支え合う地域力の再生につながる。
○住民と行政がひとつになって「自ら介護予防に取り組み、みんなで支え合う佐々町！」を目指す。

【介護予防の取組の変遷】

○Ｈ18年度に地域包括支援センターを設置して以来、住民に介護予防の取り組みをはたらきかけたが、これ
といった動きにつながらないまま２年が経過。その間に合併問題が浮上。地域サロンは全地区で月1回程
度、開催されていたものの、いずれも職員のお膳立てで運営されていたため、合併により職員が手をかけ
られなくなると、自然消滅する恐れがあった。

○そこで、住民の主体的な取り組みを育てるために、Ｈ20年度から「介護予防ボランティア養成講座」をス
タートし、地域サロン参加者が職員の指導がなくてもできる介護予防の方法を学んでもらった。

○現在6年目に入り、地域包括支援センター・健康センター・社会福祉協議会の３者が協働して、団塊世代
を対象として「地域デビュー講座」と命名し、継続している。

○平成20年に、Ｈ20年度の養成講座修了生による「地域型介護予防推進活動」がスタート。当初は8か所
で、自主的な集まりが立ち上がり、現在は、14地区まで増えている。今後、全町内会（30地区）開催を目
標に展開中。

○上記の活動のほかに、養成講座修了者は、「通所型介護予防推進活動」として、要支援・二次予防高齢者
の介護予防事業でも活躍している。

○また、通所だけでなく、「訪問型介護予防推進活動」として、要支援・二次予防高齢者向けの生活支援
サービスにも活動の幅を広げている。
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生きがい教室

《目 的》 介護予防を目的とした生活機能向上プログラムを実施し、

住み慣れた地域でその人らしく、いきいきと過ごされることを支援します。

《対象者》 積極的な介護予防が必要と思われる佐々町在住の高齢者

《内 容》 週1回（火曜：北部地区／木曜：南部地区／金曜：中部地区）

◎午前中は集団活動・午後は個別活動を取り入れています。

【教室のテーマ】自主性が活き、個性豊かに楽しめる空間

時 間 スケジュール

９：００～１０：００ 巡回バス出発 （交通移動困難な方のみ）

１０：００～１２：００ 介護予防教室 ① 運動・講話 ②脳レク・口腔体操

１２：００～１３：００ 昼食・入浴

１３：００～１５：００
選択メニュー（手作業・リハビリ・カラオケ・

囲碁将棋・習字・懐かし映画・お出かけなど）

１５：００～１６：００ 巡回バス出発 （交通移動困難な方のみ）

介護予防ボランティアが関与する
各メニューの紹介
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はつらつ塾

さまざまなメニューと短い時間で参加しやすい、

介護予防を主にした高齢者の趣味活動の場です。

場 所：佐々町福祉センター和室

参加費：１回１５０円（入浴可）

月 月（調理室） 水

１０：００～
１２：００

いきいき
サロン

おとこ料
理クラブ

３B体操ク
ラブ

１３：００～
１５：００

手作業

クラブ

カラオケク
ラブ
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おとこ料理クラブ

料理って、とっても頭を使います！メニュー決定、材料調達、火加減、味加減などなど
そして、みんなと会話しながらの会食

男同士だからいい！ひとつずつ体験して｢はつらつ・元気！」を目指します。

場 所：健康相談センター・調理室
参加費：1回150円

食材費：1回300円程度（実費精算）
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カントリークラブ
～土に集い、土に戯れ、仲間とふれあう～

農作業をとおして、運動機能低下・認知症・閉じこもり等の
介護予防を図るとともに、農作物を生産販売することにより
高齢者が地域交流しイキイキと活動できる場

自然のパワーでみんないっしょに、はつらつ元気を目指しましょう。
作業をとおして、脳と体と心を使います！

毎週火・金曜日 9：00～11：00
時間は季節により適切な時間
参加費：一週間につき150円
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訪問型生活支援サービス

日常生活動作をいっしょに行うことにより、
地域の支え合いのもと自立した生活を送るよう支援します！

介護予防ボランティアが訪問

新しい役割が
生まれる

新しい出会いが
はじまる

地域の声が聞こ
えてくる

地域の人が見えてくる
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佐々町介護予防ボランティアの概要

介護予防ボランティア養成研修

『佐々町介護予防ボランティア』登録

通所型介護予
防推進活動

地域型介護予
防推進活動

介護予防推進連絡会

【 にっこり会 】

訪問型介護予
防推進活動

【佐々町介護予防ボランティア登録】
介護予防ボランティア養成講座修了生に対し、登録
希望の有無・活動場の確認。希望者のみ登録。登録
者には、活動場の提供・支援や、連絡会・研修会案内
をおこなう。

【地域型介護予防推進活動】
地元地区集会所において自主的な介護予防活動を
展開。
地域内に声かけ・参加呼びかけ、教室メニューの検
討・教室運営を実施。

【通所型介護予防推進活動】
福祉センター２階で開催する「生きがい教室」「はつら
つ塾」において、スタッフとともに介護予防活動を実
施。

【訪問型介護予防推進活動】
要支援・二次予防高齢者のうち、生活行為になんら
かの介助を要する方に対し、訪問により生活行為の自
立支援に向けての生活支援サービスを実施。
（いっしょに掃除を行う・いっしょに調理を行う・いっしょ
に買い物を行う・いっしょに洗濯を行う・・などの日常生
活支援）

【介護予防推進連絡会】
毎月１回定例開催。ボランティアの情報交換や、学
習・振りかえりの場。 16


